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2013 年 6 月 16 日 

名城大学情報会 前会長 濱咲 侑也 

 

この度はご多忙の中お集まり頂きまして誠にありがとうございます。これまでの情報会の活動内容と

これからの活動計画を連絡申し上げます。各自必ず目を通して頂くよう、よろしくお願い致します。 

 

日時 2013 年 6 月 16 日（日） （ 9 時 30 分 ～   10 時 20 分） 

場所 共通講義棟南館 503 教室  

司会：西脇 裕展 

 

[1] 開会の辞 

会長挨拶 

[2] 議長団選出 

 議長 

 副議長 

 書記 

 議事録署名者 

[3] 議事 

第 1 号議案：第 9 期事業報告（2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日） 

第 2 号議案：第 9 期決算報告（2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日） 

第 3 号議案：会則改定案 

第 4 号議案：第 10 期事業計画（2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

第 5 号議案：第 10 期予算案  （2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日） 

第 6 号議案：次年度役員認定について 

[4] 議長団解任 

[5] 閉会の辞 

第 10回 名城大学情報会総会 議案書 
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開会の辞 

[1] 議長団選出 

議長団一覧 

 議長  芳賀  亮治  

 副議長  谷澤 啓介 

 書記  槙田 喬介 

議事録署名者 長谷川 克臣 

 

 

[2] 議事 

 

 第 1 号議案：第 9 期事業報告 

 第 9 期（2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日）では次の事業を行いました。 

1. 役員会（12 回） 

2. 情報会ホームページの運営 

3. メールマガジンの発行（12 回） 

4. 情報祭 

5. 学科イベント・準会員行事支援（卒論ベストプレゼンターコンクール、スポーツ大会） 

6. 記念行事資金積み立て 

7. 卒業記念パーティ 
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 第 2 号議案：第 9 期決算報告 
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 第 3 号議案：会則改定案 

これまでの活動の結果、第6期に改定された会則に，更に改定が必要と役員会にて判断しましたので、

その改定案を立案致します。以下は、会則改正に関する内容一覧と改定理由です（改定案の会則は添付

資料を参照）． 

 

第二章 第 3条：「情報科学科」の 1文を削除，「情報科学専攻」の 1文を「情報工学専攻」に変更 

第三章 第 5 条 (1)正会員：「情報工学専攻，電気電子・情報・材料工学専攻（但し，指導教員が情報

                    工学科専任教員の学生に限る）」の 1文を追加 

        (2)準会員：「情報科学科在学生」「情報科学専攻」の 1 文を削除，「情報工学専攻，電

                    気電子・情報・材料工学専攻（但し，指導教員が情報工学科専任教員の

                    学生に限る）」の 1文を追加 

        (3)特別会員：「情報科学科」の 1文を削除 

理由: 

情報科学科・情報科学専攻が廃止され，情報工学科・情報工学専攻が設置されたため． 

 

第三章 ：第 8条から第 11条として以下の文を追加 

（入会） 

第８条 名城大学理工学部情報工学科，及び名城大学大学院理工学研究科情報工学専攻，電気電子・情

報・材料工学専攻（但し，指導教員が情報工学科専任教員の学生に限る）への入学をもって，準会員と

して入会とする． 

（退会） 

第９条 

次の各号に定める手続きをもって，退会とする． 

（１）会員の申し出を役員会で承認したとき 

（２）正会員移行時に会費を納めなかったとき 

（３）会員本人が死亡したとき 

（住所及び電子メールアドレス変更） 

第 10 条 会員の住所，電話番号，電子メールアドレスが変更になった場合，速やかに本会に届け出しな

ければならない． 

（情報公開） 

第 11 条 役員会，評議員会，総会の議事要旨は速やかに情報会 Web に掲載しなければならない． 

第三章以降：第 8条から第 11条の追加により，それぞれの条数を変更 

（以後の変更対象の条数もこれに準ずるものとする） 

理由: 

入会，退会，個人情報変更に関する規定が無かったため． 

 

第四章 第 12条 2：定例総会の開始時期を「9月」から「原則 6月」に変更 

理由: 

総会開催時期が現行と異なっているため． 
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第六章 第 22条：(3)の「常任幹事 2名」を「会計 1名」に変更 

   (4)として「常任幹事 2名」の 1文を追加 

   既存の(4)を(5)とする． 

   既存の(5)を(6)とし「監査 2名」を「監査 1名」に変更する  

第 25条：(3)の「常任幹事は，総務・会計を分掌する」を「会計は，会の会計を分掌する」に

変更 

   (4)として「常任幹事は，会の総務を分掌する」の 1文を追加 

   既存の(4)を(5)とする． 

   既存の(5)を(6)とする． 

理由: 

修士学生（正会員）減少による役員不足及び仕事量分散のため． 

 

第七章：以下の文を追加する．これに伴い，第 31条以降の条数も変更 

（会計の構成） 

第 31 条 本会は，次の各号に定める会計を構成する． 

 （１）一般会計 

  一般会計は，入会金収入を基とし，会の運営経費の全てを含む． 

 （２）特別会計 

  特別会計は，同窓会の記念事業費とし，一般会計と区別する． 

第七章 第 32条：（１）一般会計と（２）特別会計に分け記載する 

 （１）一般会計 

  （イ） 会費 

  （ロ） 理工学部同窓会よりの援助金 

  （ハ） 寄付金 

  （ニ） その他の収入 

 （２）特別会計 

  （イ） 一般会計の異動金 

  （ロ） その他の収入 

理由: 

周年事業用積立金の予算執行を可能とするため． 

 

第七章 第 33条：（支出）の項を，（会計単位）の前に置き，以下の文に変更 

（支出） 

第 33 条 本会の支出は，第３条及び第４条を遂行するために，予算に基づいて支出する． 

予算の項目間流用についてはこれを認める． 

理由: 

柔軟な予算執行を可能とするため． 
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第九章：「第 6期情報会は 2009年 8月 1日から 2010年 3月 31日までとする」の一文を削除 

理由: 

付則として追加する． 

付則 3：「役員会，評議会，総会の議事要旨は速やかに情報会 Webに掲載しなければならない．」の一文

を「第 6期情報会は 2009年 8月 1日から 2010年 3月 31日までとする．」の一文に変更 

付則 4：「会員の住所及び電子メールアドレスが変更になった場合，情報会に届け出なければならない．」

の一文を「会員の個人に関する情報は会員の同意のもと収集し厳密に管理するものとする．」

の一文に変更 

付則 5：元の文を付則 4とし，削除 

付則 6，付則 7：退会や会員が死亡した場合については，第三章に記載し，削除 

付則 8：削除 

理由: 

乱立された付帯規則を整理するため． 

 

第 4章，第 5章，第 6章：「評議会」の表記を「評議員会」に変更 

第 21条，第 32条：「理工学部同窓会」の表記を「理工同窓会」に変更 

理由: 

理工同窓会会則と表記統一のため． 

 

第 5条：「名城大学理工学部理工学部」を「名城大学理工学部」に変更 

理由: 

誤植． 
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 第 4 号議案：第 10 期事業計画 

 

第 10 期（2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日）には次の事業を計画しております。 

1. 役員会 

2. 総会 

3. 情報会ホームページの運営 

4. メールマガジンの発行 

5. 学科イベント・準会員行事支援（卒論ベストプレゼンターコンクール、スポーツ大会） 

6. 情報祭（同窓会） 

7. 10 周年記念事業 

8. 卒業記念パーティ 

9. 進路支援  
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 第 5 号議案：第 10 期予算 
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第 6 号議案：次年度役員認定について 

2013 年度の役員候補を以下に挙げます。 

 

会長   三宅 孝征 

副会長 長谷川 克臣，谷澤 啓介 

会計               廣瀬 達也 

常任幹事       槙田 喬介，山崎 裕介 

幹事   足達 元，河北 晋吾 

   佐藤 靖浩，小椋 有記 

   久保 雅貴，高橋 尚史，丹羽 俊徳 

監査   富士岡 稜太 

 

現在の評議員を以下に挙げます。 

中坪 宏太 

古澤 真一 

鈴木 千文 

坂井 孝太 

浅見 徳宏 

松浦 成悟 

 

 

次年度より追加される評議員を以下に挙げます｡ 

濱咲 侑也 

芳賀 亮治 

西脇 裕展 

 

[3] 議長団解任 

[4] 閉会の辞 

 

 


